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１ 業務の目的 

中心市街地の市役所北側民有地において、知識や情報、人に出会える滞在型図書館を核とし、市

民の創造・交流活動の場となる多目的ホール、カフェ等を組み合わせた、滞在型の知と交流の拠点

施設（以下、「本拠点施設」という。）の整備に向け、市民ワークショップを開催し意見をいただ

きながら、基本設計を行う。 

本拠点施設については、都市計画決定（令和９年１月頃）及び都市計画事業認可の取得（令和９

年３月頃）を予定しており、基本設計を進めながら、三重県等の関係機関との協議・調整を行う必

要がある。 

また、整備手法については、本プロポーザル公告時点では実施設計からの「デザインビルド方式

（設計施工一括発注方式）」を想定しているものの、今後、別途発注を予定している「発注支援業

務」と調整を図りながら、関係者等の意見を聞いた上で、想定される今後の情勢を踏まえ総合的に

判断するものとしている。 

このため、設計者には、滞在型図書館を核とした複合型公共施設の設計に関する豊富な知識・経

験に加え、市民意見を反映しながら設計をまとめる企画力・技術力、関係機関等との高度な調整能

力が必要となる。 

本要領は、このような能力を有し、四日市市に適した「知と交流の拠点施設整備基本設計業務」

を委託するのに最も適した者を「公募型プロポーザル」で選定するために必要となる事項を定める

ものとする。 

 

２ 実施要領等の構成 

プロポーザルの条件を示す資料は、本実施要領のほか、次のとおりとする（本実施要領と次の資

料を総称し、以下、「実施要領等」という。）。 

（１）知と交流の拠点施設整備基本設計業務に係る公募型プロポーザル審査要領 

（２）参加表明書等作成要領 

（３）技術提案書等作成要領 

（４）知と交流の拠点施設整備基本設計業務に係る公募型プロポーザル様式集 

（５）特記仕様書及び共通仕様書 

（６）知と交流の拠点施設整備方針 

 

３ 業務委託の概要 

（１）業務名称 

知と交流の拠点施設整備基本設計業務 

（２）業務内容 

中心市街地拠点施設整備基本計画（平成30年１月策定）に基づき、基本設計の実施に関する業務

とする。詳細については、別紙「四日市市建築設計業務特記仕様書」及び「知と交流の拠点施設整

備基本設計業務委託 特記仕様書」（以下、「特記仕様書」という。）によるものとする。 

（３）履行期間 

契約締結日から令和９年３月２５日（木）まで 

（４）限度額 

金  227,604,300  円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 



4  

４ 参加資格 

参加表明書等を提出する者（以下、「応募者」という。）は、単体企業又は設計共同体とし、

設計共同体の場合で特別の記載がないものは、そのすべての構成員が、次のすべての要件を満た

さなければならない。 

（１） プロポーザル実施公表の日において、四日市市請負工事入札参加資格者名簿（測量・建設コ

ンサルタント等）の「建築関係コンサルタント」に登録されているもの。 

（２） 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア．特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77

号）第32条第1項各号に掲げる者 

イ．地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の4第2項の規定に該当する者 

ウ．知と交流の拠点施設整備基本設計業務委託プロポーザル審査委員会（以下、「審査委員会」と

いう。）の委員が自ら主宰し、又は役員もしくは顧問として関係する営利人、その他営利組織及

び当該組織に所属する者 

（３） この公告をした日から最も優れた応募者（以下、「最優秀者」という。）を特定した日までの間、

四日市市請負工事の一般競争入札発注基準及び指名競争入札参加者選定要綱（平成 21 年四日

市市告示第 279 号）による入札参加停止の措置（以下、「入札参加停止」という。）又は四日

市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成28年2月12日告示第38号）による入札

参加除外の措置（以下、「入札参加除外」という。）を受けている期間がない者であること。 

（４） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者で

ないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

（５） 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者で

ないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

（６） 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条の規定による一級建築士事務所の登録を受けて

いること。なお、単体企業および設計共同体の代表構成員は、一級建築士の資格者が３人以上

在職していること。 

（７） 日本国内における以下の建築物に関する業務を完了した実績を有すること。なお、設計

実績については、単体企業で行ったもの又は共同企業体（※１）代表構成員として行ったもの

に限る。ただし、設計・施工一括で受注した業務で、構成員として主たる設計を担ったことが

確認できる設計実績については、評価対象とする。 

・過去15年以内（平成22年度以降）に、同種（※２）の用途を含む延べ面積2,000㎡

以上かつ地上部の階数が２階以上の建築物に係る新築の基本設計又は実施設計に関する

業務実績。 

・対象業務の中に、意匠設計、構造設計、設備設計の一連が含まれている業務のみを対象とす

る。 

※１「共同企業体」とは、設計共同体、又は設計・施工の異業種ＪＶをいう。 

※２「同種」とは、図書館法(昭和 25 年法律第 118 号)第２条第１項に規定する図書館、又

は学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条に規定する大学の図書館をいう。以下、こ

の要領において同じ。 
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（８）配置予定技術者に対する要件は、以下のとおりとする。 

配置予定技術者は次の条件を満たすものを各1人配置することとし、本プロポーザルにおける管理

技術者と各担当技術者の兼任は認めない。また、配置予定技術者を、協力事務所から配置すること

は認めない。なお、配置予定技術者の変更は、原則として認めない。ただし、病気、死亡、事故、

退職等、やむを得ない事情により変更が必要な場合は、当初の配置予定技術者と同等以上の者とし

て本市が認める者を配置すること。 

ア．建築設計統括技術者（管理技術者） 

（ア）建築士法第２条第２項に規定する一級建築士であること。 

（イ）日本国内における以下の建築物に関する業務を建築設計統括技術者（管理技術者）又は建築

意匠担当技術者として業務完了した実績を有すること。（前職での経歴を含む。） 

・過去15年以内（平成22年度以降）に、同種又は類似（※３）の用途を含む延べ面積

2,000㎡以上かつ地上部の階数が２階以上の建築物に係る新築の基本設計又は実施設計に関

する業務実績。 

・同種と類似の用途を併せ持つ建築物の場合には、同種の用途を含む建築物１件の業務実

績とする。（類似の用途を含む建築物の業務実績とはならない。） 

・対象業務の中に、意匠設計、構造設計、設備設計の一連が含まれている業務のみを対象とす

る。 

※３「類似」とは、令和6年国土交通省告示第八号別添二に掲げる建築物の類型「十二 文

化・交流・公益施設」の用途等第１類及び第２類（うち、同種用途を除く。）をいう。以下、

この要領において同じ。 

（ウ）単体企業で参加する場合は自社に所属する者、設計共同体で参加する場合は代表構成員に所

属する者に限る。なお、その者が各企業の社員である場合は、本プロポーザルの公告日において

３か月以上継続した直接的な雇用関係があること。 

（エ）本業務が完了するまで、管理技術者として配置できる者であること。 

イ．建築意匠担当技術者 

（ア）建築士法第２条第２項に規定する一級建築士であること。 

（イ）日本国内における以下の建築物に関する業務を建築設計統括技術者（管理技術者）又は建築

意匠担当技術者として業務完了した実績を有すること。（前職での経歴を含む。） 

・過去15年以内（平成22年度以降）に、同種又は類似の用途を含む延べ面積2,000㎡以

上かつ地上部の階数が２階以上の建築物に係る新築の基本設計又は実施設計に関する業務実

績。 

・同種と類似の用途を併せ持つ建築物の場合には、同種の用途を含む建築物１件の業務実

績とする。（類似の用途を含む建築物の業務実績とはならない。） 

・対象業務の中に、意匠設計、構造設計、設備設計の一連が含まれている業務のみを対象とす

る。 

（ウ）単体企業で参加する場合は自社に所属する者、設計共同体で参加する場合は代表構成員又は

構成員に所属する者に限る。なお、その者が各企業の社員である場合は、本プロポーザルの公告

日において３か月以上継続した直接的な雇用関係があること。 

ウ．建築構造担当技術者 

（ア）建築士法第10条の３第１項に規定する構造設計一級建築士であること。 
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（イ）日本国内における以下の建築物に関する業務を建築構造担当技術者として業務完了した実績

を有すること。（前職での経歴を含む。） 

・過去15年以内（平成22年度以降）に、高さが16ｍを超える鉄骨造の建築物、又は高さ

が20ｍを超える鉄筋コンクリート造もしくは鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物に係る

新築の基本設計又は実施設計に関する業務実績。（建物の用途は問わない。） 

・対象業務の中に、意匠設計、構造設計、設備設計の一連が含まれている業務のみを対象とす

る。 

（ウ）単体企業で参加する場合は自社に所属する者、設計共同体で参加する場合は代表構成員又は

構成員に所属する者に限る。なお、その者が各企業の社員である場合は、本プロポーザルの公告

日において３か月以上継続した直接的な雇用関係があること。 

エ．電気設備担当技術者 

（ア）建築士法第 10 条の３第２項に規定する設備設計一級建築士、又は建築士法第２条第５項に

規定する建築設備士であること。ただし、エ．電気設備担当技術者と、オ．機械設備担当技術者

のいずれかは設備設計一級建築士であること。 

（イ）日本国内における以下の建築物に関する業務を電気設備担当技術者として業務完了した実績

を有すること。（前職での経歴を含む。） 

・過去15年以内（平成22年度以降）に、同種又は類似の用途を含む延べ面積2,000㎡以

上かつ地上部の階数が２階以上の建築物に係る新築の基本設計又は実施設計に関する業務実

績。 

・同種と類似の用途を併せ持つ建築物の場合には、同種の用途を含む建築物１件の業務実

績とする。（類似の用途を含む建築物の業務実績とはならない。） 

・対象業務の中に、意匠設計、構造設計、設備設計の一連が含まれている業務のみを対象とす

る。 

（ウ）単体企業で参加する場合は自社に所属する者、設計共同体で参加する場合は代表構成員又は

構成員に所属する者に限る。なお、その者が各企業の社員である場合は、本プロポーザルの公告

日において３か月以上継続した直接的な雇用関係があること。 

オ．機械設備担当技術者 

（ア）建築士法第 10 条の３第２項に規定する設備設計一級建築士、又は建築士法第２条第５項に

規定する建築設備士であること。ただし、エ．電気設備担当技術者と、オ．機械設備担当技術者

のいずれかは設備設計一級建築士であること。 

（イ）日本国内における以下の建築物に関する業務を機械設備担当技術者として業務完了した実績

を有すること。（前職での経歴を含む。） 

・過去15年以内（平成22年度以降）に、同種又は類似の用途を含む延べ面積2,000㎡以

上かつ地上部の階数が２階以上の建築物に係る新築の基本設計又は実施設計に関する業務実

績。 

・同種と類似の用途を併せ持つ建築物の場合には、同種の用途を含む建築物１件の業務実

績とする。（類似の用途を含む建築物の業務実績とはならない。） 

・対象業務の中に、意匠設計、構造設計、設備設計の一連が含まれている業務のみを対象とす

る。 
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（ウ）単体企業で参加する場合は自社に所属する者、設計共同体で参加する場合は代表構成員又は

構成員に所属する者に限る。なお、その者が各企業の社員である場合は、本プロポーザルの公告

日において３か月以上継続した直接的な雇用関係があること。 

カ．積算担当技術者 

（ア）①②のいずれかの資格を有すること。 

①公益社団法人日本建築積算協会が認定する建築コスト管理士 

②公益社団法人日本建築積算協会が認定する建築積算士 

（イ）単体企業で参加する場合は自社に所属する者、設計共同体で参加する場合は代表構成員又は

構成員に所属する者に限る。なお、その者が各企業の社員である場合は、本プロポーザルの公告

日において３か月以上継続した直接的な雇用関係があること。 

（９）設計共同体を結成して提案する場合は次の要件を満たしていること。 

ア．自主的に結成された設計共同体であること。 

イ．代表構成員は本要領４(1)から(7)に掲げる要件をすべて満たしていること。 

ウ．いずれの構成員も、本要領４(1)から(6)に掲げる要件をすべて満たしていること。 

エ．いずれの構成員も、単体企業又は他の設計共同体の代表構成員及び構成員として本プロポーザルに

参加していないこと。 

オ．構成員は３者以内であること。 

カ．代表構成員の出資比率は最大であること。また、各構成員の最低出資比率は 10％以上とする。 

キ．構成員間で締結した設計共同体協定書（様式Ａ－５イ号）、委任状（様式Ａ－５ロ号）を作成し、

提出すること。提出場所、提出期限は、「７ 手続等に関する事項」に記載のとおり。 
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５ 審査の流れ 

(1) 参加表明書等の受付 

上記４の要件をすべて満たす応募者が参加表明書等を提出し、事務局が参加資格を審査する。 

(2) 最優秀者の特定 

参加資格要件を満たした応募者の中から、審査委員会が二段階審査方式で最優秀者および次順位

の応募者 （以下、「次点者」という。）を特定するための審査を実施する。 

ア．一次審査 

審査要領に基づき、一次審査に係る評価項目を審査し、評価点の上位５者までの応募者を一次

審査通過者として選定する。 

一次審査結果については、一次審査終了後に応募者全員に文書で通知し、一次審査通過者には、

二次審査に用いる技術提案書等の提出を要請する。なお、一次審査の点数と順位については通知

しない。 

イ．二次審査 

審査委員会が、一次審査通過者の行う技術提案書を補足するプレゼンテーションに対し、ヒア

リング等を実施し、技術提案書及び参考見積書、ヒアリング内容を総合的に審査し、最優秀者と

次点者を特定する。 

なお、最優秀者の特定後、最優秀者に事故等があり、業務委託契約の締結に至らなかった場合

には、次点者を業務委託契約候補者とする。 

ただし、技術提案書の評価点が６割に満たない場合は、最優秀者及び次点者としない。 

（ア）ヒアリング等 

①出席者 配置予定の管理技術者及び建築意匠担当技術者を含み４名以内。 

②方 法 一次審査通過者に、一次審査結果通知書と併せて通知する。 

（イ）結果通知 

審査結果については、文書で通知する。 
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６ スケジュール 

本プロポーザルに係るスケジュールは次のとおりとする。なお、スケジュールは予定であり、変更等

が生じた場合、四日市市公式ホームページ（以下、「本市ホームページ」という。）で公表する。 

【本市ホームページ】https://www.city.yokkaichi.lg.jp/ 

※市への提出書類の窓口受付は、期間中の土・日曜日、祝日を除く平日午前９時から午後５時まで

とする。 

※受付期間最終日の受付時間については、午前９時から正午までとする。 

※市への提出書類が期限までに提出されない場合の参加は認めない。 

項 目 日 時 

プロポーザル公告日 令和８年 １月１６日（金） 

プロポーザル資料交付期間 
令和８年 

令和８年 

１月１６日（金）から 

２月 ４日（水）正午まで 

参加表明書等に関する質疑受付期間 
令和８年 

令和８年 

 

１月１６日（金）から 

１月２２日（木）正午まで 

（必着） 

参加表明書等に関する質疑回答日 令和８年 １月２９日（木） 

参加表明書等の受付期間 
令和８年 

令和８年 

 

１月２９日（木）から 

２月 ４日（水）正午まで 

（必着） 

一次審査の結果通知 

（技術提案書等の提出要請及び 

二次審査の日時の通知） 

令和８年 ２月１３日（金） 

技術提案書等に関する質疑受付期間 
令和８年 

令和８年 

 

２月１３日（金）から 

２月１９日（木）正午まで 

（必着） 

技術提案書等に関する質疑回答日 令和８年 ３月 ２日（月） 

技術提案書等受付期間 
令和８年 

令和８年 

 

３月２３日（月）から 

３月３０日（月）正午まで 

（必着） 

二次審査日 令和８年 ４月上旬から４月中旬 

二次審査の結果通知 令和８年 ４月下旬から５月中旬 

契約締結 令和８年 ５月中旬 
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７ 手続等に関する事項 

(1) 提案内容 

知と交流の拠点施設（新図書館等拠点施設）の整備方針、特記仕様書に記載する業務内容を踏ま

え提案すること。 

(2) プロポーザル資料 

ア．本市ホームページからのダウンロードによる交付資料：プロポーザル説明書、特記仕様書、整

備方針 

イ．窓口における貸与資料：中心市街地拠点施設整備基本設計書 一式、事業範囲（平面図） 

・貸与資料（ＣＤ－Ｒ：１枚） 

・貸与を希望する場合は、借用書兼誓約書（様式１号）を記入・押印の上、紙媒体で提出すること。 

・借用書兼誓約書の受付場所および貸与場所は「12 窓口・お問い合わせ先」と同じ。 

(3) 質問書の受付 

ア．受付場所：「12 窓口・お問い合わせ先」と同じ。 

イ．提出書類：質問書（様式２号） 

ウ．提出方法：電子メールによる。なお、電話での質問には応じない。 

電子メール送信後、「12 窓口・お問い合わせ先」へ電話により到着確認をするこ

と。 

また、質問のない場合は、提出する必要はない。 

様式２号を使用し、参加表明書等に関する質問と技術提案書等に関する質問は、用

紙を別にして、「６ スケジュール」に記載する期間に提出すること。なお、技術

提案書等に係る質問は一次審査通過者のみ提出できる。 

(4) 質問書に対する回答 

回答は取りまとめのうえ、本市のホームページに掲載する。なお、回答内容については、実

施要領等の修正又は追加と同等、若しくは置き換えるものとして扱う。 
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(5) 参加表明書等の受付 

ア．受付場所：「12 窓口・お問い合わせ先」と同じ。 

イ．提出書類：参加表明書等 

(a) 参加表明書（様式Ａ－１イ号又はロ号） 

(b) 会社概要（様式Ａ－２号） 

(c) 業務実績報告書（設計業務の実績）（様式Ａ－３号） 

(d) 配置予定技術者の業務実績報告書（様式Ａ－４イ号 ～ 様式Ａ－４ヘ号） 

(e) 設計共同体協定書（様式Ａ－５イ号）・委任状（様式Ａ－５ロ号） 

(f) 添付書類一式（詳細は、参加表明書等作成要領を参照） 

 

提出書類 提出部数 備 考 

 

 

(a)～(f) 

 

 

2 部 

・(a)を表紙とし、番号順に重ねファイルに綴じること。 

・実績書類の該当箇所はマーカー等で強調すること。 

・添付書類は、指定された提出書類の直後に添付すること。 

 

 

 

 

(a)～(f) 

電子データ 

 

 

 

 

 

1 部 

・ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒに参加者名を記載すること。 

・ディスク名称は「●●●（参加者名）_一次審査」とするこ
と。 

・各様式とそれに添付する書類を１つのＰＤＦ形式で作成する
こと。 

・各ＰＤＦデータの名称は「様式Ａ－●号」とすること。 

・上記の各データを一式バインドし、様式名と添付する書類の
ＰＤＦデータ（しおり付き）も作成すること。データ名称は 

「●●●（参加者名）_参加表明書等」とすること。 

・ウイルスチェックを実施したうえで保存すること。 

 

ウ．提出方法：持参又は郵送（令和８年２月４日(水) 正午必着） 

(6) 一次審査の結果通知（技術提案書等の提出要請及び二次審査の日時、場所の通知） 

７（４）で受けた参加表明書等により資格の確認及び一次審査を行い、一次審査結果通知書を

交付する。また、一次審査を通過した応募者には技術提案書等の提出を要請するとともに、二次

審査の日時、場所の詳細を通知する。 
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(7) 技術提案書等の受付 

ア．受付場所：「12 窓口・お問い合わせ先」と同じ。 

イ．提出書類：技術提案書等 

(g) 技術提案申請書（様式Ｂ－1 号） 

(h) 技術提案申請書（写し用）（様式Ｂ－１号写） 

(i) 技術提案書（コンセプト）（様式Ｂ－２号） 

(j) 技術提案書（業務実施方針）（様式Ｂ－３号） 

(k) 技術提案書（テーマ別提案）（様式Ｂ－４） 

(l) 参考見積書及び内訳書（任意様式） 

 

№ 提出部数 備考 

(g), 

(h)～(l) 

 

2 部 
・(g)を表紙とし、番号順に重ねファイルに綴じること。 

・Ａ３版はＡ４版の大きさに折り込むこと。 

 

(h)～(k) 

 

10 部 

・匿名による評価を行うため、会社名及び会社名を類推できる固

有名詞、ロゴ等は一切記載しないこと。 

・Ａ３版のまま、Ａ４版に折り込まずに提出すること。 

 

 

 

 

 

 

(g)～(l) 

 

 

 

 

 

 

 

1 部 

・ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒに参加者名を記載すること。 

・ディスク名称は「●●●（参加者名）_ニ次審査」とするこ

と。 

・各様式とそれに添付する書類を１つのＰＤＦ形式で作成する
こと。 

・各ＰＤＦデータの名称は「様式Ｂ－●号」とすること。 

・上記の各データを一式バインドし、様式名と添付する書類の
ＰＤＦデータ（しおり付き）も作成すること。データ名称は 

「●●●（参加者名）_技術提案書等」とすること。 

・ウイルスチェックを実施したうえで保存すること。 

 

ウ．提出方法：持参又は郵送（令和８年３月３０日(月) 正午必着） 

(8) 参加を辞退する場合 

一次審査通過者が、以降の参加を辞退する場合は、速やかに技術提案辞退届（様式３号）１部、持

参、又は郵送（令和８年３月３０日(月) 正午必着）にて提出すること。 
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８ 資格の喪失に関する事項 

次のいずれかに該当したときは、本プロポーザルへの参加資格を失う。 

(1) 参加表明書等・技術提案書等の提出日、提出場所、提出方法及び記載等が本要領に適合しなかっ

たとき。 

(2) 参加表明書等・技術提案書等の記載が、留意事項（各様式に記載）に適合しなかったとき。 

(3) 参加表明書等・技術提案書等に記載すべき事項の全部又は一部が掲載されていなかったとき。 

(4) 本プロポーザルに参加する者及び関係者が、審査委員と接触、事前説明、事前連絡などの公正

な審査を防げる行為をしたとき。 

(5) その他不正な行為があったと認められたとき。 

 

９ 結果の公表 

最優秀者及び次点者の名称、審査経過、二次審査に対する講評を本市のホームページで公表す

る。 

10 整備手法 

整備手法については、本プロポーザル公告時点では、実施設計からの「デザインビルド方式

（設計施工一括発注方式）」を想定しているが、最終的には、別途発注を予定している「発注

支援業務」を基本設計と並行して進めながら、関係者等の意見を聞いた上で、今後の情勢を踏

まえ総合的に判断するものとする。 

 

11 その他の留意事項 

(1) 応募に関するすべての書類の作成及び提出に係る費用並びにヒアリング等の参加に係る費用は、

すべて応募者の負担とする。 

(2) 提出書類は返却しない。なお、本市は、応募者に無断で本募集以外の目的で提出書類を使用しな

い。また、情報を漏らさない。 

(3) 提出書類の知的所有権は、提出した者に所属するが、本市は選定作業等において、必要な範囲

で複製を作成する場合がある。なお、提出された書類は、四日市市情報公開条例に基づき公開す

る場合がある。 

(4) 本市が提供する資料は、応募に係る検討以外での目的で使用できない。また、応募者は、応募

に当たって知り得た情報を本市の許可なく第三者に漏らしてはならない。 

(5) 応募者は、１つの提案しか行うことができない。 

(6) 提出した書類の変更、再提出はできない。ただし、提出書類の脱漏又は不明確な表示等があり、

かつ本市が変更を認めたときはこの限りではない。 

(7) 提出書類に虚偽の記載をした場合は、その書類を無効とし、応募者は失格とする。 

(8) 上「４ 参加資格」の要件を満たさなくなった場合には、参加資格を失うこととなる。また、提

出された技術提案書は無効となる。 

(9) 提出書類に記載した配置予定技術者は、病気、死亡、事故、退職等の特別な理由があると認め

られる場合を除き、変更できない。やむを得ず変更する場合は、同等以上の技術者を配置するこ

と。 

(10)業務委託における業務内容については、プロポーザルの内容にかかわらず変更できるものとす
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る。 

(11)本業務を受託した者が実施設計に参加することについて、現時点では、本業務の受託者であること

を理由に制限する予定はない。 

 
12 窓口・お問い合わせ先 

(1) 所在地 

〒５１０－８６０１ 三重県四日市市諏訪町１番５号 

(2) 担当部署 

四日市市  政策推進部  政策推進課（本庁舎８階） 

(3) 連絡先 

電話：０５９－３５４－８１１２ ＦＡＸ：０５９－３５４－３９７４ 

Ｅ－ｍａｉｌ：seisakusuishin@city.yokkaichi.mie.jp 

担当者：後藤 
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